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 － 1 －

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(協議会関係抜粋) 
 

（都道府県協議会の組織） 
第三十八条 都道府県協議会は、会長及び委員をもって組織する。 
２ 会長は、都道府県知事をもって充てる。 
３ 会長は、会務を総理する。 
４ 委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。 
 一 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員 
 二 防衛庁長官が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する 
  者 
 三 当該都道府県の副知事 
 四 当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長及び特別区の消防 
  長 
 五 当該都道府県の職員（前二号に掲げる者を除く。） 
 六 当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の区域を管轄する消防長 
 七 当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 
 八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 
５ 委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、 
 前任者の残任期間とする。 
６ 都道府県協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 
７ 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職 
 員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は 
 経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 
８ 前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定 
 める。 
 （市町村協議会の設置及び所掌事務） 
第三十九条 市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民 
 の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会（以下この 
 条及び次条において「市町村協議会」という。）を置く。 
２ 市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
 一 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議す 
  ること。 
 二 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。 
３ 市町村長は、第三十五条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更す 
 るときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変 
 更については、この限りでない。 
４ 第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。 
 （市町村協議会の組織） 
第四十条 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。 
２ 会長は、市町村長をもって充てる。 
３ 会長は、会務を総理する。 
４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。 
 一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員 
 二 自衛隊に所属する者（任命に当たって防衛庁長官の同意を得た者に限る。） 
 三 当該市町村の属する都道府県の職員 
 四 当該市町村の助役 
 五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員 
  （消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長） 
 六 当該市町村の職員（前二号に掲げる者を除く。） 
 七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 
 八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 
５ 第三十八条第五項の規定は、前項の委員について準用する。 
６ 市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 
７ 第三十八条第七項の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第七項中「当 
 該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区域内の市 
 町村の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替え 
 るものとする。 
８ 前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定め 
る。 



 

 － 2 －

富里市国民保護協議会条例をここに公布する。 
  平成１８年６月２３日 
                   富里市長 
条例第１９号 

富里市国民保護協議会条例 
（目的)  

第１条 この条例は，武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律

第１１２号）第４０条第８項の規定に基づき，富里市国民保護協議会（以下「協議会」という。）の

組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員及び専門委員） 
第２条 協議会の委員の定数は，３０人以内とする。 
２ 専門委員は，当該専門の事項に関する調査が終了したときは，解任されるものとする。 
 （会長の職務代理） 
第３条  会長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 
 （会議） 
第４条  協議会の会議は，会長が招集し，その議長となる。 
２ 協議会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開き，議決することができない。 

３ 協議会の議事は，出席した委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 
 （部会） 
第５条  協議会は，その定めるところにより，部会を置くことができる。 
２ 部会に属すべき委員及び専門委員は，会長が指名する。 
３ 部会に部会長を置き，会長の指名する委員がこれに当たる。 
４ 部会長に事故があるときは，部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職

務を代理する。 

 （雑則） 
第６条 前各条に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が協議会に諮って定める。 

附 則 
この条例は，公布の日から施行する。 

 



 

 － 3 －

富里市国民保護協議会運営要綱（案） 
 
（目的） 

第１条 この要領は、富里市国民保護協議会条例（平成１８年６月２３日条例第１９号）第６条の規定

により、富里市国民保護協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 
（会議の招集） 

第２条 協議会の会議の招集は、会議開催の場所及び日程並びに付議すべき事項をあらかじめ各委員に

通知して行うものとする。 
（委員の代理出席等） 

第３条 やむを得ない理由により、協議会を欠席する委員は、代理人を出席させることができる。 
２ 前項の場合は、事前に会長に届け出なければならない。 
３ 代理人は、委員と同一の機関又は組織に属する者で委員が指名する者とする。 
４ 代理人は、委員と同様に協議会において発言し、議決に参加することができる。 

（異動等の報告） 
第４条 委員に異動等があったときは、その後任者は直ちに、その役職名、氏名及び異動年月日を会長

に報告するものとする。 
（事務局） 

第５条 協議会の事務局は、富里市総務部総務課行政班に置く。 
（記録） 

第６条 事務局は、次の各号に定める事項を記載した記録を作成し、保管する。 
２ 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。 
（１） 会議の開催日時と会場 
（２） 出席者の職名及び氏名 
（３） 会議に付した案件及び議事の経過 
（４） 議決した事項 
（５） その他参考事項 
３ 会議録は、会長の確認により確定するものとする。 
４ 会議録の保存年限は、５年とする。 

附 則 
この要綱は、平成１８年１０月４日から施行する。 

 


